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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年５月２７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２１年７月１０日 ２１時１７分ごろ 

発生場所 山口県阿武
あ ぶ

町モドロ岬北西方沖 大平瀬灯台から真方位３２１°５.９

海里（概位 北緯３４°３６.０′ 東経１３１°２２.９′） 

事故調査の経過  平成２１年７月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 神
しん

漁
りょう

丸、１３.５４トン 

ＹＧ２－６３３４（漁船登録番号）、個人所有 

１８.７０ｍ×３.１７ｍ×１.１９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４６８kＷ（漁船法馬力数）、昭和４８年９月１

８日 

Ｂ 漁船 正福
まさふく

丸、４.1トン 

   ＹＧ３－４９８５７（漁船登録番号）、個人所有 

１４.６０ｍ×２.１２ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和６０年１１月１９日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ６２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免許登録日 昭和４９年１２月３日 

   免許証交付日 平成２１年３月１３日 

          （平成２７年３月６日まで有効） 

Ｂ 船長 男性 ７４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年７月２９日 

   免許証交付日 平成２１年７月２２日 

          （平成２２年９月１６日まで有効） 

 死傷者等 なし  

 損傷 Ａ 船底擦過傷 

Ｂ 全損（沈没） 

 事故等の経過 

 

Ａ船は、船長Ａと甲板員１人が乗り組み、法定灯火を点灯して、阿武

町モドロ岬北西方沖の漁場に向け、真方位約３１２°の針路、約１５ノ

ットの対地速力で、自動操舵により航行中、操舵室左舷側のいすに寄り

かかった姿勢で、単独で操船していた船長Ａが居眠りに陥り、前路で漂

泊中のＢ船に向けて同じ針路、速力で航行を続け、平成２１年７月１０

日２１時１７分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船首部が衝突した。 
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Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、衝突現場付近の漁場で機関を中立

とし、船首からパラシュートアンカーを投下して、２０時００分ごろ、

集魚灯３個を点灯していか一本釣り漁を開始した。 

船長Ｂは、船首甲板右舷側で作業を行ったが、集魚灯を点灯している

から、接近する他船がＢ船に気付いて避けてくれると思い、左舷側を見

ていなかったので、Ｂ船に向けて接近するＡ船に気付かなかった。 

Ｂ船は、船首を西方に向けて漂泊中、船長Ｂが衝突直前に左舷至近に

接近したＡ船に気付いたが、何もできずにＡ船と衝突した。 

衝突後、船長Ａは衝撃で目覚め、Ｂ船が船首部から沈みだしたので、

船長Ｂを救助し、無線で僚船に連絡後、萩市萩港に向かった。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：波高 数十cm   

 その他の事項 船長Ａは、本事故の前日及び前々日は休日で、十分に休養を取ってお

り、本事故当時は疲労を感じていなかった。 

船長Ａは、本事故後、病院で受診したところ、睡眠時無呼吸症候群（Ｓ

ＡＳ）と診断された。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、モドロ岬北西方沖を北西進中、船長

Ａが居眠りに陥ったため、前路で漂泊中のＢ船

に向けて航行したものと考えられる。 

 船長Ａは、罹患していたＳＡＳの影響によ

り、居眠りに陥った可能性があると考えられ

る。 

Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、集魚灯を点灯し

ているから、接近する他船はＢ船に気付いて避

けてくれると思い込み、周囲の見張りを行って

いなかったため、左舷方から接近するＡ船に気

付かなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、モドロ岬北西方沖において、Ａ船が漁場に向けて北

西進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが居眠りに陥ったため、Ｂ船に向けて航

行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




